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柴田　恭子さん（東　町）

北海道交通安全推進委員会会長表彰を受賞

受賞おめでとうございます

高知県津野町高知県津野町⇋⇋北海道訓子府町　職員人事交流北海道訓子府町　職員人事交流

　平成 24 年度からスタートした訓子府町と、姉妹まち・高知県津野町との職員人事交流は、令和 3

年度で 10 年が経過、姉妹まち締結 20 周年を記念し、11 月 15 日に津野町で行われた「姉妹まち締

結 20 周年記念式典」でさらに 10 年、人事交流を継続することを約束しました。

　令和 4年度には、両町の派遣職員が交代します。

　津野町からの鍋島友弥さんと訓子府町の石川敬人さんは 2年間の研修を終え、帰郷。そして新た

に本町から合田吏希さんが津野町へ、津野町から石田純也さんが本町に赴任しました。

　2 年間の人事交流研修が終了し、高知県津野町へ戻りました。

　訓子府町では、農林商工課に配属となり、主にイベントや温泉保養センターの管理、

有害鳥獣に関する業務に携わらせていただきました。

　訓子府町での生活は、初めての経験ばかりで、特に驚いたのは、初めて野生のヒグマを見たこと

です。動物園で見るクマとは違い、近寄れない雰囲気を今でも覚えています。

　この 2 年間は、新型コロナウイルス感染症の影響から、仕事や私生活では思うように活動できず、

訓子府町の方々と交流を深める場が少なかったことが心残りではありますが、少ない機会の中で野

球、フットサル、テニスなどスポーツを通して、職場や町民の方々と交流することができたことは、

良い思い出でもあり、貴重な経験となりました。振り返ればあっという間の 2 年間でしたが、訓子

府町の方々に助けられながら、充実した交流生活が送れたことにとても感謝しています。

　今後も両町の交流が深まるよう努めていきたいと思います。本当にありがとうございました。

2 年間ありがとうございました　　　　　　鍋
なべしま

島　友
と も や

弥

　このたび、人事交流職員として高知県津野町から赴任しました石田純也です。

　北海道に住むのは初めてで南国育ちのため不安はありますが、訓子府町の方々と交

流できることを楽しみにしています。また、多くの体験を通じて自身も成長できるよ

うがんばっていきたいと思います。人事交流職員として訓子府町と津野町の交流がより深まるよう、

粉骨砕身の覚悟でがんばりますのでよろしくお願いします。

成長できるようがんばります　　　　　　石
い し だ

田　純
じゅんや

也

　2 年間の津野町での人事交流派遣が終了しました。

　津野町では産業課に配属され、商工や農業、環境などの業務に携わらせていただき

ました。特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店など事業者への

給付金や補助金事業の創立から実施まで担当し、大変勉強になりました。

　プライベートでは、新型コロナウイルス感染症の影響で、職員や地域の方々との交流が思うよう

にできませんでしたが、そのような中でも、交流の場を設けていただく機会があり、充実した日々

を過ごすことができました。生まれてからずっと北海道で過ごした自分にとって、今回の派遣はと

ても刺激的でした。この貴重な 2 年間の経験を、これからの人生に生かしていきます。派遣してい

ただいた訓子府町と受け入れていただいた津野町に大変感謝しています。ありがとうございました。

貴重な 2 年間でした　　　　　　石
いしかわ

川　敬
け い と

人

　新たに 10 年間の姉妹町人事交流が始まり、1 人目の職員として 4 月から津野町に

赴任しました。

　津野町では、歴史や文化を学び、異なる環境での仕事や生活を通じて、たくさんの

町民の方と交流したいと思います。自分自身の成長へとつなげていけるように、2 年間と限りある

期間ですが、がんばっていきたいと思います。

交流を深めてきます　　　　　　合
ご う だ

田　吏
り き

希
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　町の交通安全指導員として長年尽力いただいている柴田

さんが、北海道交通安全推進委員会会長表彰を受賞しまし

た。

　柴田さんは、平成 24 年 1 月から現在まで 10 年以上にわ

たり、毎月 2 回街頭に立ち、子どもたちや高齢者などの安

全を見守るほか交通安全の普及に努めています。

　2 月 24 日に菊池町長から、表彰状が伝達されました。

　4 月 1 日から放置自転車に対する条例が施行されます。

　公共施設などに長期間放置され使用されていない自転車を町で 6 か月間保管し、その後、町が自

転車を処分する条例です。

　町が保管する自転車については告示し、町ホームページで情報提供を行います。その間、持ち主

が判明し、自転車を引き取る場合には保管手数料として、自転車 1 台につき 1,000 円を徴収します。

（原動機付自転車 1 台につき 3,000 円）

訓子府町自転車等放置に関する条例が施行されます

放置自転車処分までの流れ

放置自転車（約半年間）

防犯登録、通学許可証の確認

注意札の取り付け

1週間経過後、町保管場所へ移動

告示、町ホームページで周知

6か月後処分

警察、学校へ照会

持ち主へ引き渡し（無償）

手数料を徴収し、引き渡し

引き取り希望

持ち主判明

あり

なし

持ち主

不明

▪問合せ　農林商工課（☎ 47-2116　役場 2階�窓口 13 番）


